
 

【資料】 

 

 

中・長期的な財政見通し（試算） 

令和７年９月更新版 

 

 

 

・財政運営基本方針に基づき、財政見通しに関する令和１６年度（総合計画基本構想の対象期間）まで  

の試算を行います。 

・令和３年３月に作成した財政見通しにおける推計方法を基本とし、新たに見込まれる投資的経費やそ

の他取組みを推計上の前提条件としています。 

・試算にあたっては、経済情勢や国の動向、歳入・歳出の決算状況等を現時点で見込むことができる前提

条件により推計を行っています。なお、この試算は不確定要素を多く含んでおり、前提条件に影響する

大幅な状況の変化があった場合には、その影響を推計に加味する必要があります。 

・試算は決算等を踏まえ、毎年度時点修正を行います。本資料は「令和６年２月版」をベースに、令和７

年度当初予算時までの投資的事業費の見込み及び令和６年度決算状況を反映したものであり、それま

での推計との比較を容易にするため、ベースから各種前提条件の変更は行っていません。 
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●試算の前提条件 

 

  中・長期的な財政見通しについては、その時点において見込まれる財政需要を積み上げるとともに、

社会情勢や国の動向・これまでの決算状況等を踏まえて前提条件を設定し、試算を行っています。 

今回の試算については、「令和６年２月版」をベースに、令和７年度当初予算時までの投資的経費の

見込み等一部条件について置き換え、その他条件については据え置いたうえで令和６年度決算状況を

踏まえて更新したもので、これまでの試算との比較が可能なものとしています。 

 

■推計期間 第５次総合計画基本構想の対象年度である令和５～１６年度 

■推計ベース 令和６年度までの決算額をベースに、以下の考え方をもって推計します。 

 （推計の考え方） 

歳
入 

市税 〇直近の決算及び調定額をベースとして、社会情勢等を加味して推計

します。 

交付税・譲与税等 〇市税、社会保障関係経費及び地方財政措置される公債費の推計によ

る影響を地方交付税に反映します。 

国・府支出金 〇社会保障関係経費等の推計を反映します。 

〇投資的経費については、推計時点で想定できる補助金を見込みます。 

市債 〇臨時財政対策債は、決算状況及び地方財政対策における影響額を、推

計期間中に見込みます。 

〇投資的経費において推計時点で想定される市債発行を見込みます。 

その他 〇過去３か年の実績をベースに推計します。 

〇財産運用に関する収入等経常的な歳入を見込みます。 

歳
出 

人件費 〇給与水準については、毎年度の昇給分を見込みます。 

〇職員数は定員管理計画をベースとして見込みます。 

〇会計年度任用職員に係る制度改正の影響を見込みます。 

扶助費・繰出金・補

助費等・その他 

〇過去３か年の実績をベースに、伸び率や今後の見込みを考慮して推

計します。 

○当年度の収支不足額については、翌年度歳出に前年度繰上充用金と

して計上します。 

公債費 〇新規の市債発行に関する元利償還金は、地方債同意基準等に基づく

償還期限の範囲内で償還期限を設定し、推計します。 

○利率については、これまでの実績を踏まえて設定します。 

投資的経費 〇現時点で見込まれる大型事業や施策として取り組む事業、公共施設

の老朽化対策等については、原則として個別に積み上げます。 

○その他の今後見込まれる投資的経費として、年間一定額を確保する

形で推計します。 
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●財政見通しの分析、今後の財源確保等 

 今回、令和６年度決算を反映して更新した財政見通しにおいては、令和１６年度末の収支等が以下のと

おり推移しました。 

 

 令和 16年度末の収支等の見込み（ベースとなる令和６年２月版との比較） 

実質収支 

 

41億 5千 3百万円 → 42億 9千 4百万円（▲1億 4千 1百万円） 

 

推計年度末の令和 16年度で、当初と比較して 1億 4千 1百万円実質収支が厳しく

見込まれています。ただし、令和 7 年度当初予算時に示した見通しからは 2 千 1 百

万円改善しており、人件費や物価の高騰に伴う行政運営上の経費が増加している状

況にあっても、市税収入や債券運用など自主的な財源確保により、大きく悪化する

ことなく堅調な収支の状況となっています。 

基金残高 

 

75億 8百万円 → 91億 7千 7百万円（＋16億 6千 9百万円） 

 

推計年度末の令和 16 年度で、16 億 6 千 9 百万円基金残高の見込額が増加となり

ました。公営企業資金運用基金への積立 9 億 4 千万円の影響が大きいものの、財政

調整基金をはじめ、積立額以上の基金取り崩しを行わなくとも収支を確保できてい

ることから、全体として想定を上回る残高を確保できる見込みとなっています。 

市債残高 

（普通会計） 

 

315億 8 千 6百万円 → 319 億 3千 2百万円（＋3億 4千 6百万円） 

 

推計年度末の令和 16年度で、3億 4千 6百万円市債残高が増える見込みとなりま

した。令和 6 年度までの市債発行額は想定より抑えられていますが、国補正予算措

置等による 7 年度への繰越案件を計上していることや、金利の上昇により元金償還

のペースが若干後ろ倒しになっていることが主な要因です。ただし、より有利で充

当率、交付税算入率の高い地方債を発行していることで、残高に対する市の実質的

な負担は抑えられているものとなっています。 

  

上記のとおり、令和 6 年度決算を反映した財政見通しについては、実質収支及び市債残高の見込みが

当初と比較して厳しくなっているものの、基金残高を含めた財政状況の推移は安定しており、全体的な財

政見通しとしては、当初の見通しより実質的な改善が見られる状況となっています。 

 今後も、財政運営基本方針に基づき、弾力性のある財政基盤の構築、将来に向けた財政基盤の強化を進

めるため、財源確保に係る取組みを進めていきます。 

 

【参考】令和 6年 2月版財政見通しで示した、今後の財源確保等に係る取組み 

自主財源の確保 

魅力あるまちづくりを進めることにより、人口減少社会においても子育て世代の定住

者を増加させ、市税収入の確保を目指す。その他にも、広告収入やクラウドファンデ

ィング型ふるさと納税など、多様な方法での財源確保に努める。 

事業に係る財源の確保 

国庫補助金の確保をはじめ、前提条件では見込まれていない財源についても、最大限

確保に努める。特に、他市町村との広域化や共同利用により、本市の負担軽減を進め

ることが可能な事業については、積極的に他市との連携を進める。 

地方財政措置の活用 
国の動向、国が推し進める事業を機敏にとらえ、地方交付税措置の確保ができる方法

で市の事業を進めることにより、実質的な負担の減少に努める。 

事務事業、調達の効率・適正化 
業務の効率化や事業の見直しに努めるとともに、公平・公正な入札執行を推進し、調

達コストの低減に努める。 
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